
奥出雲町未来のたねまきプロジェクト補助金交付要綱 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

奥出雲町告示第６５号  

（趣旨） 

第１条 この告示は、町、地域団体及び地域住民等が協働して取り組むまちづくり

事業の推進を目的として、当該事業を提案し、事業実施する団体に対し、予算の

範囲内で補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則（平成１７年奥出

雲町規則第４２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号

の全てを満たす団体とする。 

⑴ 町内で事業を行う団体 

⑵ 構成員が５人以上で、かつ、過半数が町内に住所を有する町民で構成される

団体 

⑶ 非営利団体（法人格の有無を問わない） 

⑷ 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としない団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１

に定める事業のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 自ら主体的に企画・実施する事業であること。 

⑵ 地域課題の解決や地域の活性化等を目的とした公益性のある事業であるこ

と。 

⑶ 町民ニーズを踏まえた事業であること。 

⑷ 他の町民や地域への広がりが期待できる事業であること。 

⑸ 事業の概ねの効果が、特定の個人又は団体に帰属しないこと。 

⑹ 専ら営利を目的としない事業であること。 

⑺ 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入が主たる目的でないこ

と。 

⑻ 宗教的、政治的宣伝意図のない事業であること。 

⑼ 構成員の親睦または趣味的な活動でないこと。 

⑽ 公序良俗に反する内容でないこと。 



⑾ 事業を実施する年度において、町から同一事業について補助金等の交付を受

けていないこと。 

⑿ 過去に同一の事業を実施している場合は、過去実施した事業と比較し、効果

範囲が拡大していること。 

⒀ その他町長が適当でないと認めたものでないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規

定する事業に要する経費のうち、別表第２に定める経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助対象経費としない。 

⑴ 団体運営のための経常的経費 

⑵ 団体構成員による飲食費 

⑶ 団体構成員に対する人件費及び謝礼 

⑷ 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費等 

⑸ その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費 

（補助金額等） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費のうち、補助対象団体の自己

財源及び寄付金その他の収入を差し引いた額とし、２０万円を上限、１０万円を

下限として予算の範囲内で交付するものとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は１回限りとし、同一団体が

実施する同一目的の補助対象事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して

３年を限度とする。なお、当該期間には、町が行う同種の補助金等を過去に受け

ていた期間を含むものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請事業者」という。）は、

町長が別に定める期間内に、未来のたねまきプロジェクト補助金交付申請書（様

式第１号）に町長が別に定める書類を添付し、提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否及び補

助金の額について審査をし、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、未



来のたねまきプロジェクト補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請事

業者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する補助金交付の決定に際して、必要な条件を付すことが

できる。 

（事業の実施） 

第８条 申請事業者は、前条に規定する交付決定の通知後、事業に着手するものと

する。ただし、事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合は、未

来のたねまきプロジェクト補助金交付決定前着手届（様式第３号）により届け出

るものとする。 

２ 前項ただし書きの規定により交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定ま

でのあらゆる損失等に対し、申請事業者がその責任を負うものとする。 

（変更交付申請） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各

号に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに未来のたねまきプロジェクト補

助金変更交付申請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な

変更を除く。 

ア 事業目的に変化をもたらすものではなく、かつ、事業目的をより効率的に

達成するために必要と認められる変更 

イ 事業目的及び事業効率に関係がない事業計画の細部の変更 

⑵ 補助対象経費の３０％以上を変更するとき。 

⑶ 補助金対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれると

き。 

⑷ 補助金対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（変更交付決定） 

第１０条 町長は、前条の規定に基づき補助金の変更交付申請があったときは、そ

の内容を審査し、適当であると認められる場合は、未来のたねまきプロジェクト

補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

（概算払） 

第１１条 補助事業者は、概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、



未来のたねまきプロジェクト補助金概算払交付請求書（様式第６号）を町長に提

出しなければならない。 

２ 町長は、特に必要があると認めたときは、第７条第２項の規定に基づく条件を

付して、補助金を概算払いにより交付するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止

の承認を受けたときを含む。）は、補助事業の完了した日から３０日以内又は補

助金の交付の決定を受けた日の属する年度の３月１４日（当該日が休日、日曜日

又は土曜日に当たるときは、当該日前において、最も近い休日、日曜日又は土曜

日でない日）のいずれか早い日までに未来のたねまきプロジェクト補助金実績報

告書（様式第７号）に町長が別に定める書類を添付し、提出しなければならな

い。 

（補助金額の確定） 

第１３条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査

及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助

金の額を確定し、未来のたねまきプロジェクト補助金確定通知書（様式第８号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 町長は、第１１条に規定する概算払をするときを除き、補助事業者が当

該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、未来

のたねまきプロジェクト補助金精算払交付請求書（様式第９号）を町長に提出し

なければならない。 

（補助金の取消し及び返還） 

第１５条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補

助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 町長が不適正な使用と認めたとき。 

（帳簿等の整備） 



第１６条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証

拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から５箇年間保管しなけ

ればならない。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（奥出雲町住民等提案型きらり輝く地域づくり事業実施要綱の廃止） 

２ 奥出雲町住民等提案型きらり輝く地域づくり事業実施要綱（平成２２年奥出雲

告示第６８号。以下この項及び次項において「旧要綱」という。）は、廃止す

る。 

３ 前項による廃止前の旧要綱第１３条に定める補助金の経理に関する規定は、旧

要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 

 （奥出雲町未来に輝け！まちづくりチャレンジ事業実施要綱の廃止） 

４ 奥出雲町未来に輝け！まちづくりチャレンジ事業実施要綱（令和５年奥出雲町

告示第５２号。以下この項及び次項において「旧実施要綱」という。）は廃止す

る。 

５ 前項による廃止前の旧実施要綱第１３条に定める補助金の経理に関する規定

は、旧実施要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 



別表第１（第３条関係） 

補助対象事業 

１ 世界農業遺産を活かした事業 

２ 第２次奥出雲町総合計画に係る事業で次に掲げる事業 

 ⑴ 子育て・教育の充実と奥出雲を担う人づくり 

⑵ 活力ある産業の振興 

⑶ 安心して暮らせる生活基盤の確保とまちづくり 

⑷ 奥出雲の暮らしが幸せだと実感できる生活環境づくり 

別表第２（第４条関係） 

補助対象経費 

１ 謝金（補助事業者の構成員に対する謝金は対象外とする。） 

２ 旅費 

３ 材料費及び消耗品費 

４ 食糧費（事業実施のために真に認められる必要最小限の費用のみ対象とす

る。） 

５ 印刷製本費 

６ 委託料（補助対象経費の１／２以内の額を対象とする。） 

７ 使用料及び借り上げ料 

８ 通信運搬費 

９ 備品購入費（汎用性があるものを除く。補助対象経費の１／２以内の額を

対象とする。） 

１０ その他事業実施に必要と認められる経費 

 



様式 略 

 


